
   前橋市一般職の職員の給与に関する条例及び前橋市一般職の任期付職員の  

採用及び給与の特例に関する条例の改正について（議案第１５２号） 

 

                                  職員課  

 

１ 改正の理由 

  国の職員等に準じ、本市一般職の職員及び一般職の任期付職員の期末手当を改め

る。 

 

 

２ 内容 

 (1) 前橋市一般職の職員の給与に関する条例関係 

  ア 第１条関係 

    令和２年１２月期の期末手当の支給月数を次のとおり引き下げる。 
  

区   分 現  行 第１条関係改正案 改 定 幅 

一 般 職 員 １．３月 １．２５月 △０．０５月 

特定幹部職員 １．１月 １．０５月 △０．０５月 

 

  イ 第２条関係 

    令和３年６月以降の６月期及び１２月期の期末手当の支給月数を次のとおり

改める。 
  

区     分 

第 １ 条 関 係 

改正後（６月 

期は現行） 

第２条関係 

改 正 案 
改 定 幅 

一般職員 ６月期 １．３月 １．２７５月 △０．０２５月 

 １２月期 １．２５月 １．２７５月 ０．０２５月 

特定幹部 

職  員 

６月期 １．１月 １．０７５月 △０．０２５月 

１２月期 １．０５月 １．０７５月 ０．０２５月 

 

 

 



 (2) 前橋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例関係 

  ア 第３条関係 

    令和２年１２月期の期末手当の支給月数を次のとおり引き下げる。 
  

現  行 第３条関係改正案 改 定 幅 

１．７月 １．６５月 △０．０５月 

 

イ 第４条関係 

令和３年６月以降の６月期及び１２月期の期末手当の支給月数を次のとおり

改める。 
 

区分 
第３条関係改正後 

（６月期は現行） 
第４条関係改正案 改 定 幅 

６月期 １．７月 １．６７５月  △０．０２５月 

１２月期 １．６５月 １．６７５月 ０．０２５月 

 

 

 

３ 施行期日 

  ２の(1)のア及び(2)のア 公布の日 

  ２の(1)のイ及び(2)のイ 令和３年４月１日 

 


